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１ 事業者の選定方法 
 

（１）選定委員会の設置 
提案書類の審査は、事業者の選定を公平かつ適正に実施するために設置した「西宮中央運

動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備ＰＦＩ事業者選定委員会（以下「選定委員会」

という。）」において行った。 

選定委員会の審議事項は次のとおりとした。 

① 入札説明書（案）及び契約書（案）に関すること。 

② 募集計画に関すること。 

③ 落札者決定基準に関すること。 

④ 入札者による提案書等についての審査 

⑤ 落札者候補として最も適当なものの選定 

⑥ その他、市長が必要と認める事項に関すること 

選定委員会は次の委員で構成された。なお、選定委員会は非公開とした。 

【委員】 

委員長 平田 富士男 
兵庫県立大学大学院 

緑環境景観マネジメント研究科 教授 

副委員長 永田 隆子 
武庫川女子大学 

オープンカレッジ 所長 

委員 

大坪 明 
武庫川女子大学 

教育研究社会連携推進室 室⻑・特任教授 

北原 鉄也 
大阪市立大学 名誉教授 

関⻄大学 非常勤講師 

難波 隆幸 
公認会計士 

税理士 

上林 功 
追手門学院大学 

社会学部社会学科スポーツ文化学専攻 准教授 

 

（２）事業者の選定方法 
本事業は、設計・建設段階から運営・維持管理段階の各業務を通じて、事業者の効率的・

効果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものであり、事業者の幅広い能力・ノ

ウハウを総合的に評価して選定する必要があることから、事業者の選定にあたっては、設計・

建設能力、運営能力、維持管理能力、事業計画能力及び市の財政支出額等を総合的に評価す

るため、総合評価一般競争入札にて行うこととした。 
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（３）選定委員会の開催実績 
 日時 主な審議事項 

第１回 令和４（2022）年 11 月 30 日（水） ・実施方針及び要求水準書（案）について 

第２回 令和５（2023）年３月３日（金） 

・要求水準書、入札説明書について 

・特定事業の選定について 

・落札者決定基準について 

第３回 令和５（2023）年９月 20 日（水） ・審査方法について 

第４回 令和５（2023）年 11 月 20 日（月） 

・入札参加者のプレゼンテーション及びヒ

アリング 

・加点審査の審議、評価について 

・最優秀提案者の選定 
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（４）落札者決定までの審査手順の概要 
本事業の審査は、次のとおり実施した。 

 

 

  

失格 
提出書類の不備 

予定価格を超える 

入札参加資格を満たさない 
失格 

失格 

要求水準の未達成 等 
失格 

入札提案書類の確認 

入札価格の確認 

基礎審査 

総合評価 

最優秀提案の確定 

落札者の決定 

価格審査 

ア 資格審査 

イ 提案審査 

入札参加資格審査 

加点審査 

選定委員会所掌範囲 
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（５）提案審査における点数化方法 

  提案審査の配点事業目的 

提案審査は、加点審査及び価格審査の総合評価により実施することとし、その配点及び得

点化方法については、市が本事業に対して民間の創意工夫を期待する度合いを勘案して設定

した。 

項 目 配点 

加点審査 600 点 

１.事業実施に関する事項（66 点） 

(1)事業実施の取組方針及び実施体制 10 点 

(2)環境への配慮 18 点 

(3)地域経済への貢献 20 点 

(4)独自の提案 18 点 

２．施設整備に関する事項（312 点） 

(1)公園全体の設計コンセプト 24 点 

(2)公園全体の配置計画、動線計画 24 点 

(3)公園計画（運動施設以外） 52 点 

(4)運動施設計画 
①新中央体育館 68 点 

②新陸上競技場 38 点 

(5)防災計画 30 点 

(6)安全・防犯性への配慮 8 点 

(7)設備計画 8 点 

(8)環境性能、LCC 削減 30 点 

(9)設計・建設業務等 30 点 

３．開業準備に関する事項（12 点） 

(1)開業準備及びスケジュール 12 点 

４．維持管理に関する事項（49 点） 

(1)基本方針及び実施体制 5 点 

(2)各種維持管理業務 44 点 

５．運営に関する事項（115 点） 

(1)基本方針及び実施体制 10 点 

(2)運営管理業務 55 点 

(3)安全管理計画 20 点 

(4)自主事業（スポーツ教室・イベント等実施業務） 20 点 

(5)自主事業（利用者サービス業務、広告・ネーミングライツ、民間提

案施設エリア） 
10 点 

６．事業計画に関する事項（18 点） 

(1)資金調達 6 点 

(2)事業計画 6 点 

(3)リスク管理 6 点 

７．民間提案施設業務に関する事項（28点） 

(1)民間提案施設業務 28 点 

価格審査 400 点 

合計 1000 点 
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  加点審査の点数化方法 

加点審査は、落札者決定基準 別紙「加点審査の評価項目及び配点」に示す項目ごとに行い、

次に示す５段階評価により得点を付与した。 

 

評価 判断基準 得点化方法 

Ａ 特に優れている 各項目の配点×1.00 

Ｂ ＡとＣの中間程度 各項目の配点×0.75 

Ｃ 優れている 各項目の配点×0.50 

Ｄ ＣとＥの中間程度 各項目の配点×0.25 

Ｅ 優れた点が認められない（要求水準を満たす程度） 各項目の配点×0.00 

※各項目の点数化にあたっては、項目ごとに小数点以下第３位を四捨五入することとした。 

 

  価格審査の点数化方法 

価格審査については、入札金額を次の方法で得点化した。 

 

価格審査点＝（最も低い入札金額／当該入札金額）×配点（４００点） 

※点数化にあたっては、小数点以下第３位を四捨五入することとした。 
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２ 審査結果 

（１）資格審査 

  入札参加資格審査結果の通知（令和５（2023）年６月７日） 

市は、３グループから入札参加資格審査に関する書類の提出を受け、各々が入札説明書に

示す入札参加資格要件について満たしていることを確認し、令和５年（2023）年６月７日付

で各グループに結果の通知を行った。 

なお、審査の公平性を確保するため、最優秀提案を選定するまで、企業名は匿名により審

査を行った。 

 

（２）提案審査 

  提案書類の確認（令和５（2023）年９月 27 日） 

市は、入札参加者から提出された提案書類がすべて揃っていることを確認した。 

  入札価格の確認（令和５（2023）年９月 27 日） 

市は、入札参加者から提出された提案書に記載された入札価格について、予定価格の範囲

内であることを確認した。 

  基礎審査 

市は、入札参加者の提案について、基礎審査項目を満たしていることを確認した。 

基礎審査項目は、次のとおりである。 

(ア) 要求水準書の要求水準に未達のないこと 

(イ) 入札説明書及び様式集に示す提案書の作成に関する条件について違反のないこと 
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グループ名 構成 企業名 

Ｇグループ 

代表企業 清水建設株式会社 関西支店 

構成員 

株式会社梓設計 関西支社 

株式会社現代ランドスケープ 

復建調査設計株式会社 大阪支社 

株式会社松田組 

美津濃株式会社 

日本管財株式会社 

株式会社双葉化学商会 

協力企業 タリーズコーヒージャパン株式会社 

民間提案

施設企業 

株式会社松田組 

美津濃株式会社 

タリーズコーヒージャパン株式会社 

Ｙグループ 

代表企業 株式会社熊谷組 関西支店 

構成員 

株式会社新井組 

東亜道路工業株式会社 

阪神園芸株式会社 

シンコースポーツ兵庫株式会社 

株式会社合人社計画研究所 

協力企業 

株式会社ニュージェック 兵庫事務所 

株式会社 E-DESIGN 

株式会社東畑建築事務所 本社オフィス 大阪 

民間提案

施設企業 
株式会社熊谷組 関西支店 

Ｍグループ 

代表企業 株式会社大林組 

構成員 
アシックススポーツファシリティーズ株式会社 

株式会社東急コミュニティー 

協力企業 

株式会社昭和設計（注） 

株式会社オオバ 神戸営業所 

株式会社空間創研 大阪事務所 

株式会社羽衣組 

民間提案

施設企業 
株式会社東急コミュニティー 

（注）当初は株式会社久米設計大阪支社だったが、令和５年１１月１７日に本市の指名停止

措置を受け、入札参加資格を喪失した。これを受けて、「西宮中央運動公園及び体育館・

陸上競技場等再整備事業入札説明書」の規定に従い、補充登録の申し出を受け、株式

会社昭和設計に変更された。 
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  加点審査 

選定委員会が実施した加点審査における評価結果は次のとおりである。 

項目 配点 
得点 

G グループ Y グループ M グループ 

１.事業実施に関する事項 66 点 50.84 点 38.17 点 47.00 点 

 

 

(1)事業実施の取組方針及び実施体制 10 点 7.92 点 6.25 点 8.33 点 

(2)環境への配慮 18 点 12.00 点 9.75 点 12.75 点 

(3)地域経済への貢献 20 点 16.67 点 11.67 点 11.67 点 

 (4)独自の提案 18 点 14.25 点 10.50 点 14.25 点 

２．施設整備に関する事項 312 点 219.66 点 199.83 点 233.17 点 

 

 

(1)公園全体の設計コンセプト 24 点 17.00 点 17.00 点 18.00 点 

(2)公園全体の配置計画、動線計画 24 点 17.00 点 15.00 点 19.00 点 

 (3)公園計画（運動施設以外） 52 点 39.00 点 32.50 点 36.83 点 

 
(4)運動施設計画 

①新中央体育館 68 点 45.33 点 45.33 点 56.67 点 

 ②新陸上競技場 38 点 26.92 点 23.75 点 28.50 点 

 (5)防災計画 30 点 20.00 点 18.75 点 21.25 点 

 (6)安全・防犯性への配慮 8 点 5.33 点 5.00 点 6.00 点 

 (7)設備計画 8 点 5.33 点 5.00 点 5.67 点 

 (8)環境性能、LCC 削減 30 点 22.50 点 21.25 点 23.75 点 

 (9)設計・建設業務等 30 点 21.25 点 16.25 点 17.50 点 

３．開業準備に関する事項 12 点 10.00 点 8.00 点 8.50 点 
 (1)開業準備及びスケジュール 12 点 10.00 点 8.00 点 8.50 点 

４．維持管理に関する事項 49 点 36.75 点 31.25 点 40.42 点 
 (1)基本方針及び実施体制 5 点 3.75 点 3.75 点 3.75 点 

 (2)各種維持管理業務 44 点 33.00 点 27.50 点 36.67 点 

５．運営に関する事項 115 点 96.46 点 75.63 点 85.42 点 

 

(1)基本方針及び実施体制 10 点 7.92 点 7.08 点 6.67 点 

(2)運営管理業務 55 点 48.13 点 38.96 点 41.25 点 

(3)安全管理計画 20 点 15.83 点 12.50 点 15.83 点 

(4)自主事業（スポーツ教室・イベント等

実施業務） 
20 点 15.83 点 11.67 点 15.00 点 

(5)自主事業（利用者サービス業務、広

告・ネーミングライツ、民間提案施設

エリア） 

10 点 8.75 点 5.42 点 6.67 点 

６．事業計画に関する事項 18 点 14.25 点 13.25 点 14.25 点 

 (1)資金調達 6 点 4.75 点 4.25 点 4.75 点 

 (2)事業計画 6 点 4.75 点 4.50 点 4.75 点 

 (3)リスク管理 6 点 4.75 点 4.50 点 4.75 点 

７．民間提案施設業務に関する事項 28 点 24.50 点 17.50 点 19.83 点 

 (1)民間提案施設業務 28 点 24.50 点 17.50 点 19.83 点 

加点審査 合計点 600 点 452.46 点 383.63 点 448.59 点 
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  価格審査 

価格審査における評価結果は次のとおりである。 

評価項目 配点 
得点 

Ｇグループ Ｙグループ Ｍグループ 

提案価格（円） ― 21,834,754,782 19,819,736,664 21,995,977,447 

価格審査点 400 点 363.09 点 400.00 点 360.42 点 

 

  総合評価及び最優秀提案の選定 

加点審査の得点に価格審査の得点を加算した総合評価点は次のとおりとなった。 

評価項目 Ｇグループ Ｙグループ Ｍグループ 

加点審査点 452.46 点 383.63 点 448.59 点 

価格審査点 363.09 点 400.00 点 360.42 点 

総合評価点 815.55 点 783.63 点 809.01 点 

 

以上より、選定委員会は、Ｇグループの提案を最優秀提案、Ｍグループの提案を次点提案と

して選定した。 
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３ 審査講評 

（１）加点審査項目別の講評 

審査項目 
講評 

Ｇグループ Ｙグループ Ｍグループ 

１．事業実施に

関する事項 

・事業コンセプトや公園

を通じた西宮のまちづ

くりへの貢献内容、目

標設定が明確である点

を評価した。 

・地元企業への発注金額

を評価した。 

・事前の独自アンケート

で地域ニーズを把握

し、提案につなげてい

る点を評価した。 

・事業実施体制上の中心

となる公園のマネジメ

ント組織が既に設立・

活動開始済である点を

評価した。 

・独自提案にユニークな

内容が含まれるもの

の、具体性について意

見があった。 

・西宮市の特徴を捉えた

事業コンセプトと建築

的な提案が呼応してい

る点を評価した。 

・民間提案施設業務への

西宮市内の事業者の参

画等、西宮に特化した

内容が含まれる点を評

価した。 

・陸上競技場の早朝の利

用や一般開放を評価し

た。 

２．施設整備に

関する事項 

・六甲山の山並みの借景

（ヴィスタの確保）

等、ランドスケープ上

の工夫を評価した。 

・エントランスの広場等

の公園南側全面を国道

171 号の歩道と一体化

し、賑わいを外部に演

出している点を評価し

た。 

・カフェ 1 階にデッキス

ペースを設け、公園の

賑わいを取り込んだ施

設デザインを評価し

た。 

・緊急車両動線の確保方

法を評価した。 

・太陽熱の活用を評価し

た。 

・ランニングコースと広

場の関係性について意

見があった。 

・陸上競技場と体育館と

が回遊デッキで一体的

に提案され、体育施設

と公園の融合が図られ

ている点を評価した。 

・エントランスの広場を

国道 171 号の歩道と一

体化し、賑わいを外部

に演出している点を評

価した。 

・ZEB Ready の取得を評

価した。 

・運動施設以外の施設の

デザインについて意見

があった。 

・体育館のメインエント

ランスからの距離、ス

ポーツコートの騒音発

生リスクについて意見

があった。 

・体育館における会議室

配置、陸上競技場にお

・中間領域の丁寧なデザ

イン、またシーンごと

の想定が具体的で細や

かな提案を評価した。 

・プレイリーダーによる

運営を意識した広場計

画を評価した。 

・体育館について、様々

な利用形態への対応や

スムーズな備品の出し

入れが期待できる平面

計画を評価した。 

・陸上競技場について、

スタンドと丘の一体化

やハイテーブルの設置

による区画等、新しい

観戦スタイルを提供し

ている点を評価した。 

・立体駐車場等、敷地の

有効活用が図られてい

る点を評価した。 
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・体育館の諸室配置計

画、公園とのつながり

について意見があっ

た。 

・駐車場へのゲート設置

について意見があっ

た。 

・工事期間中の公園代替

施設がないなど、利用

者配慮について意見が

あった。 

けるスタンドの段差や

器具庫面積について意

見があった。 

・陸上競技場の会議室の

配置、器具庫の搬出入

り口について意見があ

った。 

・国道 171 号沿いの石垣

の存置やメインエント

ランス部分の施設配置

計画について意見があ

った。 

３．開業準備に

関する事項 

・市民からのマスコット

募集等、開業前から市

民を巻き込んで公園に

対する愛着を醸成する

提案を評価した。 

・地域の学校・ボランテ

ィアグループ・企業等

と定期的な話し合いを

持つ点を評価した。 

・開館記念イベント内容

の独自性について意見

があった。 

・旧体育館解体前のセレ

モニー実施を評価し

た。 

・開館記念イベント内容

の独自性について意見

があった。 

 

・開業準備開始と同時に

公園マネジメント組織

を立ち上げ、市民と意

見交換を行う点を評価

した。 

・公園エリア完成時のグ

ランドオープンイベン

ト等、公園全体を活用

した具体的な提案を評

価した。 

 

４．維持管理に

関する事項 

・トラブル・事故事件の

ハザードマップの作成

活用を評価した。 

・事業終了後 2 年間は修

繕を行う必要がない状

態での施設引渡しを評

価した。 

・AI 警備システムやドロ

ーンでの高所点検等の

先端技術の採用を評価

した。 

５．運営に関す

る事項 

・公園内外のイベントも

含めた内容の充実に向

けた取り組み姿勢、実

績も踏まえた実現可能

性、提案の具体性を評

価した。 

・放課後時間帯の子ども

向けの個人開放、夏休

み・冬休みの「短期学

童保育」の実施を評価

した。 

・スポーツコートの無料

開放を評価した。 

・プレイワーカーに関し

て市内大学と連携し、

将来は市民サポーター

主体に転換する構想を

評価した。 

・提案の具体性及び実現

性について意見があっ

た。 

・公園が毎週賑わう

「飲・食・物」提供や

公園全体でのイベント

の開催を評価した。 

・プレイリーダーによる

プレイパーク運営に関

する具体的な提案を評

価した。 

・ネーミングライツにつ

いての実効性を評価し

た。 
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・ネーミングライツにつ

いての実効性を評価し

た。 

・スタッフ等の業務実施

体制についての意見が

あった。 

・利用料金の設定につい

て意見があった。 

・公園運営組織における

運営体制について意見

があった。 

６．事業計画に

関する事項 

・追加資金調達の用意を

評価した。 

・代表企業が事業に責任

を持って関わる資金調

達を評価した。 

 

・追加資金調達の用意を

評価した。 

 

・追加資金調達の用意を

評価した。 

・代表企業が事業に責任

を持って関わる資金調

達を評価した。 

・利用料金の計画につい

て、現状および今後の

物価やコスト高騰に対

して現実的なプランと

して評価した。 

７．民間提案施

設業務に関

する事項 

・広場に隣接した配置計

画を評価した。 

・市民活動拠点やゴルフ

スタジオの併設、また

トレーニングジムを独

立させる等、近隣需要

を取り込んだ計画を評

価した。 

・運営者の実績も豊富

で、事業実施にあたっ

ての具体的な工夫も提

案される等、実現可能

性が高い点を評価し

た。 

・提案施設がまちづくり

や公園運営に資する

様々な機能を持つ点を

評価した。 

・施設の独自性や事業の

継続性について意見が

あった。 

・市民ニーズを捉えた市

内事業者の活用や事業

実施にあたって独自性

を高める工夫、また事

業性の高さを評価し

た。 

・公園マネジメント組織

に寄せられる声やアン

ケート調査結果等を店

舗運営に活用する点を

評価した。 

・メインエントランス付

近及びＴ字路交差点と

近接する配置計画につ

いて意見があった。 
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（２）審査の総評 
Ｇグループ、Ｙグループ、Ｍグループの各グループの提案は、いずれも市が意図した事業目

的を的確に解釈し、その実現のために創意工夫あふれる提案をし、また非常に熱意が感じられ

る優れた内容であった。本事業の入札公告に至るまで紆余曲折があり、社会・経済情勢が不安

定な中での提案となったが、限られた期間で提案をまとめた各グループの真摯な対応を高く評

価するとともに、この熱意に対してあらためて敬意を表するものである。 

選定委員会では、落札者決定基準に則り、各審査項目について厳正かつ公正に審査を行った。 

Ｇグループの提案は、地域経済への貢献度の高さや実績を十分に生かした自主事業の実施の

ほか、独自の事前アンケート結果を踏まえて提案を構成して提案全体に具体性を持たせている

点について特に高い評価を得た。 

Ｙグループの提案は、要求水準を上回る「ZEB Ready」の取得、利用者に配慮にした利用料

金設定のほか、公園マネジメント組織を既に設立し活動を開始している点、また入札金額が抑

えられている点について特に高い評価を得た。 

Ｍグループの提案は、西宮市の特徴を十分に踏まえた事業コンセプトであり、当該コンセプ

トが施設整備や公園運営における提案に具体的かつ細やかに表現されている点のほか、維持管

理業務への先端技術の活用について特に高い評価を得た。 

加点審査と価格審査を踏まえた総合的な評価の結果、清水建設株式会社関西支店を代表企業

とするＧグループを最優秀提案者、株式会社大林組を代表企業とするＭグループを次点提案者

とした。 

今後、最優秀提案者として選定されたＧグループは、市と事業契約の締結に向けた協議を行

うこととなるが、事業実施にあたっては、本事業の重要性を十分に理解し、市の要求事項のみ

ならず、提案書に記載された内容、プレゼンテーションや質疑回答で示した内容、関係者との

協議等を踏まえ、提案の実現に対して責任を持ち、本施設が末永く市民から愛される施設とな

るよう、真摯に進めていただきたい。 

また、選定委員会の審議において、特に次の意見があげられた。これらの意見について、市と

十分な協議を行い、対応に努めていただくことを望みたい。 

① 施設計画について、市と十分に協議を行い、運営者及び利用者双方にとって利用しやす

い施設となるよう努めていただきたい。 

② 施設計画について、市と十分に協議を行い、公園とのつながりをより実現するための創

意工夫に努めていただきたい。 

③ R171 号線側からの全面フラットアクセスによるアプローチについては、提案内容の通り

に実現されたい。 

④ 広場の子どもの遊びに対する安全性に配慮したランニングコースの設定・運用に留意さ

れたい。 

⑤ 公園運営組織について運営企業とパークコーディネータが一体となり、市民参画の公園

づくりに努めていただきたい。 

⑥ 渋滞の発生に配慮した駐車場計画となるように検討を継続いただきたい。 

⑦ 工事期間中の公園代替施設の確保等、利用者への配慮について注意いただきたい。 

⑧ 施設開館イベントはじめ、事業期間を通して独自性のある魅力的な情報発信となるよう
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努めていただきたい。 

⑨ 充実した自主事業の実現に向け、スタッフも含めた業務実施体制には十分配慮いただき

たい。 

⑩ 民間提案施設について、利用料金とコストのバランスをとり、周辺需要を十分に取り込

める運用に努めていただきたい。 

 


